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 聖籠町児童クラブ条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月１４日 

                     聖籠町長  渡邊 廣吉 

聖籠町条例第３号 

   聖籠町児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 聖籠町児童クラブ条例（平成１５年聖籠町条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第２号中「聖籠町立山倉小学校内」を「聖籠町大字桃山７５３番地」

に改め、同条第３号中「聖籠町立亀代小学校内」を「聖籠町大字次第浜４６１

４番地１」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第３号の改正規定は、

平成２９年３月２１日から施行する。 

 


